
不
要

凍
結

抜
本

的
見

直
し

一
部

見
直

し
現

行
拡

充

3
5

1
1

6

事
業

概
要

論
　

　
点

市
民

判
定

人
の

主
な

意
見

判
定

結
果

各
自

治
会

が
行

う
側

溝
清

掃
、

草
刈

り
な

ど
の

道
路

保
全

活
動

に
対

し
て

報
償

金
を

支
給

•
報

償
金

の
算

定
方

法
は

適
切

で
あ

る
か

•
市

は
自

治
会

で
清

掃
す

る
側

溝
（

深
い

側
溝

は
市

　
が

清
掃

）
を

把
握

で
き

て
い

る
か

•
市

と
自

治
会

で
じ

ゅ
う

ぶ
ん

な
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
　

ン
が

と
れ

て
い

る
か

•
報

償
金

算
定

方
法

の
精

査
が

必
要

で
は

な
い

か
•

市
は

自
治

会
か

ら
聞

き
取

り
を

行
う

な
ど

し
て

、
　

各
側

溝
に

つ
い

て
整

理
（

自
治

会
で

清
掃

す
る

側
　

溝
と

市
が

清
掃

す
る

側
溝

、
近

年
清

掃
し

た
側

溝
　

と
そ

う
で

な
い

側
溝

）
を

す
る

べ
き

•
実

施
す

る
自

治
会

を
増

や
す

た
め

、
事

業
の

PR
手

　
法

を
見

直
す

べ
き

•
施

設
の

管
理

方
法

や
利

用
料

金
は

適
切

で
あ

る
か

•
施

設
の

方
向

性
を

ど
の

よ
う

に
設

定
し

て
い

る
か

　
（

地
域

の
交

流
拠

点
も

し
く

は
貸

し
施

設
）

•
現

状
の

方
法

で
は

、
指

定
管

理
者

制
度

の
利

点
が

　
生

か
さ

れ
て

い
な

い
と

感
じ

た
•

施
設

の
利

用
料

金
は

た
い

せ
つ

な
収

入
で

あ
る

。
　

空
い

て
い

る
時

間
を

有
効

に
活

用
で

き
る

よ
う

方
　

策
を

検
討

す
る

べ
き

•
施

設
が

「
地

域
の

交
流

拠
点

」
で

あ
る

こ
と

を
住

　
民

に
周

知
す

る
べ

き

•
各

家
庭

で
ご

み
減

量
に

よ
る

メ
リ

ッ
ト

が
感

じ
ら

　
れ

な
い

た
め

、
事

業
の

効
果

は
低

い
の

で
は

な
い

　
か
•

未
活

用
世

帯
に

向
け

て
事

業
の

PR
を

し
て

い
る

か
•

水
切

り
に

よ
る

ご
み

減
量

化
を

推
進

し
て

い
る

か

•
家

庭
ご

み
の

有
料

化
と

と
も

に
考

え
な

い
と

、
事

　
業

の
効

果
は

上
が

ら
な

い
と

感
じ

た
•

PR
手

法
を

改
善

し
、

事
業

の
活

用
を

広
く

呼
び

掛
　

け
る

べ
き

•
本

事
業

を
進

め
る

よ
り

も
、

水
切

り
の

有
効

性
を

　
周

知
し

て
そ

の
普

及
に

努
め

る
べ

き

•
い

じ
め

の
認

知
・

発
見

に
つ

い
て

成
果

は
出

て
い

　
る

か
•

組
織

体
制

・
人

員
配

置
は

適
切

で
あ

る
か

•
悩

み
を

表
現

で
き

な
い

子
へ

の
ア

プ
ロ

ー
チ

を
検

　
討

し
て

ほ
し

い
•

じ
ゅ

う
ぶ

ん
な

対
応

が
さ

れ
て

い
る

と
感

じ
る

が
、

　
事

業
を

さ
ら

に
推

進
す

る
た

め
、

相
談

員
・

専
門

　
員

を
効

果
的

に
配

置
す

る
べ

き
•

中
学

卒
業

後
も

継
続

し
て

支
援

で
き

る
制

度
が

あ
　

る
と

良
い

不
要

凍
結

抜
本

的
見

直
し

一
部

見
直

し
現

行
拡

充

8
7

5
5

事
業

概
要

論
　

　
点

市
民

判
定

人
の

主
な

意
見

判
定

結
果

家
庭

か
ら

出
る

生
ご

み
の

減
量

化
を

図
る

た
め

、処
理

機
等

の
購

入
費

を
補

助

不
要

凍
結

抜
本

的
見

直
し

一
部

見
直

し
現

行
拡

充

0
2

5
1
0

事
業

概
要

論
　

　
点

市
民

判
定

人
の

主
な

意
見

判
定

結
果

い
じ

め
・

不
登

校
等

の
未

然
防

止
や

早
期

発
見

の
た

め
、

各
学

校
等

に
対

策
専

門
員

な
ど

を
配

置

不
要

凍
結

抜
本

的
見

直
し

一
部

見
直

し
現

行
拡

充

0
9

7
1

事
業

概
要

論
　

　
点

市
民

判
定

人
の

主
な

意
見

判
定

結
果

地
域

の
活

動
拠

点
で

あ
る

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

の
管

理
・

運
営

を
各

地
区

で
実

施

市
道

修
繕

活
動

報
償

金
事

業（
土

木
監

理
課

）
ご

み
の

減
量

化
対

策
事

業（
環

境
事

業
課

）

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

管
理

・
運

営
事

業（
市

民
協

働
課

）
い

じ
め

不
登

校
防

止
対

策
推

進
事

業（
学

校
教

育
課

）

　
昨

年
度

に
引

き
続

き
、

市
の

事
業

の
あ

り
方

を
市

民
が

評
価

・
判

定
す

る
事

業
仕

分
け

を
、

9
月

2
2
日

に
福

祉
ふ

れ
あ

い
会

館
で

開
き

ま
し

た
。

　
当

日
は

、
外

部
の

仕
分

け
人

と
市

担
当

者
と

の
間

で
事

業
の

妥
当

性
や

効
果

、
手

法
な

ど
を

議
論

。
そ

の
結

果
を

基
に

、
2
5
人

の
市

民
判

定
人

が
各

事
業

の
今

後
の

方
針

に
つ

い
て

判
定

を
行

い
ま

し
た

。
　

各
事

業
の

判
定

結
果

と
論

点
、

市
民

判
定

人
の

主
な

意
見

は
以

下
の

と
お

り
で

す
。

判
定

結
果

は
市

の
最

終
判

断
と

な
る

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
今

後
の

予
算

編
成

や
事

業
見

直
し

の
参

考
と

し
て

い
き

ま
す

。
　

な
お

、
判

定
結

果
に

対
す

る
市

の
対

応
は

、
後

日
あ

ら
た

め
て

広
報

は
し

ま
な

ど
で

お
知

ら
せ

し
ま

す
。

■
問

い
合

わ
せ

先
　

総
合

政
策

課
（

内
線

2
3
4
3
）

事
業

仕
分

け
市

民
判

定
人

が
４

事
業

を
評

価

※
当

日
の

様
子

は
市

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

か
ら

視
聴

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

2
0
1
8
.1

1
広

報
は

し
ま

5

　市
町
村
な
ど
の
財
政
破
綻
を
未

然
に
防
ぐ
た
め
、
財
政
の
健
全
性

に
関
す
る
比
率
の
審
査
と
公
表
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
四
つ

の
指
標
で
健
全
度
を
示
し
、
一
つ

で
も
基
準
を
超
え
る
と
、
健
全
化

計
画
の
策
定
や
外
部
監
査
を
義
務

付
け
る
「
財
政
の
早
期
健
全
化
団

体
」
に
移
行
し
、
さ
ら
に
悪
化
す

る
と
破
綻
状
態
の
「
財
政
の
再
生

団
体
」
と
な
り
、
事
実
上
国
の
管

理
下
と
な
り
ま
す
。

　今
回
の
健
全
化
判
断
比
率
お
よ

び
資
金
不
足
比
率
は
、
下
表
の
と

お
り
基
準
を
全
て
下
回
っ
て
お
り
、

当
市
の
財
政
状
況
は
健
全
段
階
で

あ
る
と
い
う
結
果
に
な
り
ま
し
た
。

16

　実
質
公
債
費
比
率
は
、
５
・
０

％
で
、
前
年
度
と
比
べ
０
・
８
％

減
少
し
て
い
ま
す
。
将
来
負
担
比

率
は
、

・
７
％
で
、
昨
年
に
比

べ
８
・
１
％
減
少
し
て
い
ま
す
。

　今
後
も
、
経
費
の
削
減
、
計
画

的
な
借
り
入
れ
に
努
め
、
財
政
の

健
全
化
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　財
務
課
（
内
線

２
３
８
２
）

■
健
全
化
判
断
比
率
と
は

　①
実
質
赤
字
比
率
②
連
結
実
質

赤
字
比
率
③
実
質
公
債
費
比
率
④

将
来
負
担
比
率
の
四
つ
の
財
政
指

標
の
総
称
で
、
標
準
的
な
財
政
規

模
に
対
す
る
割
合
を
示
し
ま
す
。

①
実
質
赤
字
比
率
＝
一
般
会
計
等

の
実
質
的
な
収
支
の
赤
字
額
の
割

合②
連
結
実
質
赤
字
比
率
＝
一
般
会

計
・
特
別
会
計
・
企
業
会
計
の
実

質
的
な
収
支
の
赤
字
額
の
割
合

③
実
質
公
債
費
比
率
＝
一
般
会
計

が
負
担
す
る
公
債
費
（
借
金
の
返

済
額
）
や
、
企
業
会
計
等
の
公
債

費
に
充
て
る
た
め
の
繰
出
金
等
の

割
合

④
将
来
負
担
比
率
＝
地
方
債
残
高

（
借
金
の
残
高
）
な
ど
将
来
負
担

す
べ
き
実
質
的
な
負
債
額
の
割
合

■
資
金
不
足
比
率
と
は

　公
営
企
業
ご
と
に
資
金
の
不
足

状
況
を
算
定
す
る
も
の
で
、
こ
の

比
率
が
高
く
な
る
ほ
ど
経
営
状
況

に
問
題
が
あ
り
ま
す
。

資
金
不
足
比
率
＝
資
金
不
足
額
の

事
業
の
規
模
に
対
す
る
割
合

※①実質赤字比率②連結実質赤字比率⑤資金不足比率に
　つきましては、赤字額が無いため「－」で表示しています。  

実質赤字比率①

連結実質赤字比率②

実質公債費比率③

将来負担比率④

資金不足比率⑤

健全化判断比率・資金不足比率の状況（29年度） 

早期健全化基準 財政再生基準 羽島市

羽島市

羽島市(5.0)

羽島市(16.7)

早期健全化基準(25)

早期健全化基準(350)

財政再生基準(35)

経営健全化基準

12.93% 

17.93% 

25% 

350%

20% 

30% 

35%

－

－

5.0% 

16.7% 

－20%

（％）0
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29
年
度
算
定
結
果

用

語

説

明

実
質
公
債
費
比
率
は

５
％

健
全
財
政
を
維
持




